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研究成果の概要（和文）：従来、日本の古文書の歴史は、律令国家における官文書からの変容過程、私文書であ
る書状が中世において公文書化するという流れで語られてきた。それに対して、本研究では、律令国家の時代
（８世紀）における書状の利用実態を明らかにしたうえで、官文書系統の文書と如何なる関係にあったのか、文
書利用全体のなかでの位置づけがどのように変容したのかを明らかにした。それによって「官文書から書状へ」
ではなく「官文書と書状」の歴史として日本の文書史を構想した。こうした視角は、中世の権力の理解とも密接
に関わるものであり、本研究では「太政官」と家（権門）との関係、鎌倉幕府権力の多面性（下知状と御教書・
書状）について論じた。

研究成果の概要（英文）：In previous research, the history of Japanese documents was told in the 
process of transformation from official documents in the ritsuryo system, and the conversion of 
private documents to official documents in the medieval period. The aim on this study, on the other 
hand, is to clarify the actual usage of letters in the ancient age, and to clarify the relationship 
between official documents and letters through ancient and medieval Japan. This perspective is 
closely related to the understanding of authority in the medieval period. This study discussed the 
relationship between the Council of State (Daijokan) and the powerful families (kenmon) and the 
multifaceted nature of the Kamakura bakufu ( from the perspective of documents styles: gechijo, 
migyosho, and letters).

研究分野： 日本中世史

キーワード： 平安時代　鎌倉時代　奈良時代　書状（書札様文書）　「公と私」　権門　古文書学　文書史

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
古代と中世と時代別になりがちな研究状況に対して、書状という古文書に注目して古代から中世までの通史的な
見通しを示すことは、古代と中世という時代区分を再考する手がかりを提供するとともに、通時代的な議論を活
性化させる役割を果たすと考える。現存する中世文書も実際には書状形式の文書が多く、書状の歴史的重要性を
明らかにすることは、日本社会における今後の史料保存にも寄与すると思われる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
日本中世文書の歴史は、中国の公文書をモデルにした古代の公式様文書（律令・公式令に規

定された様式の文書）から、「日本的」な中世文書への変容の歴史として描かれてきた。日本古

文書学の基礎を築いた黒板勝美氏は、公文書と私文書の「混淆」によって文書様式の変化が起

こると説明し、鎌倉幕府（武家）の文書において「日本的」な文書様式が成立するとともに、

そこで様式の発達は終わり、中世後期には書札様文書の書札礼が高度に発達するという見通し

を示した（黒板勝美「日本古文書様式論」（『虚心文集 第六』吉川弘文館、1940 年、1903 年

稿））。この黒板氏の理解が、その後の通説を形成した。だが、中世的な「公」「官」の存在形態

が明らかになり、古典的な「公私混淆」という中世像が成り立たなくなっている現在、書札様

文書の利用拡大について新たな説明が求められている。 

一方、古代史においても、正倉院文書を利用して書状利用の実態解明が進められつつある（古

瀬奈津子「手紙のやりとり」平川南他編『文字と古代日本４神仏と文字』吉川弘文館、2005

年など）。その間にある中世前期における書札様文書の展開の具体像を明らかにすることは、前

後の時代における書状研究と架橋し、前近代における古文書の歴史を構想するために、日本史

研究における喫緊の課題である。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究でもっとも重要な作業となるのが、中世前期の書札様文書の機能論的検討である。中

世前期の書札様文書は数が多いうえに、従来の古文書学が得意としてきた様式分類が通用しに

くいために、具体的な検討が遅れてきた。平安後期から南北朝期まで、朝廷・幕府・寺社・地

域社会の各レヴェルにおいて用いられていた書札様文書について、古代の書状のもつ機能との

異同に留意しつつ、特徴的な文書の利用法（機能）を以下三つの類型にそって整理する。 

 (1)別の文書様式が担っていた機能を書札様文書が担う場合 

(2)音声によって担われていた伝達機能を書札様文書が担う場合 

(3)新たに中世の権力が果たすようになった機能を書札様文書が担う場合 

 このうち(1)については、具体的な様式の変化が見えやすい。一方、(2)は書札様文書の発展を、

文書と音声の双方を含めた中世社会の情報伝達構造全体のなかに位置づけるものである。一例

としては、「副状（添状）」としての機能が挙げられる。メインとなる文書・物品の伝達あるい

は使者の口上（口頭伝達）に副えられる書札は、古代にもみられるが、中世に肥大化していく。

これに注目することによって、書札が中世社会における儀礼的コミュニケーションや情報伝達

の安定化（「信用」の確保など）に如何なる機能を果たしたのかを具体的に論ずるとともに、音

声と文書（書札）が互いに関わりあうことで情報伝達を担うようになる姿をみていく。 

 (3)については、「権力」の機能の歴史性という国制史的な論点と関わる。従来の「公私混淆」

を重視する見方は、しばしば国家権力を超歴史的にとらえ、統一国家の諸権限が私的な諸権力

に「分割」されるという権限論的な発想をもった。本研究では、人の法行為や財産について承

認・保証する「安堵」や、紛争・裁判における口利きや紹介など、中世的権力が新たに担うよ

うになった機能に着目し、既存の公文書が担わなかった領域に書札様文書の機能が拡大する様

相を探る。 

以上、文書の世界だけにとどまらず、文書・音声の双方を包摂した情報伝達の全体構造の変

化を捉え、書札様文書の展開を位置づける。それと同時に、特に(2)・(3)に着目することによっ

て、書札様文書の肥大化の背景にある国制史・社会史の変化を検討する。 
 



 
３．研究の方法 
 
本研究では、平安後期から南北朝期までの書札様文書の収集・分析が主な作業となる。公家・

武家・寺社・地域社会など各レヴェルにおいて、書札様文書が実際にどのように利用されてい

たのかという機能論的な分析を行う。そのために、活字化された史料集だけではなく写真・原

本に基づく調査を行うことが必要となる。 

中世における書札様文書の広がりの具体像を解明するとともに、中世の裁判と「人のつなが

り」「縁」の関連を重視する応募者のこれまでの法社会史的研究を踏まえて、書札様文書の広

がりの背景にある国制史・社会史上の変化を論ずる。 
以上の研究成果をもとにして、古文書学・文書史からみた日本中世史像の再構築を目指す。 

 
４．研究成果 
 

従来、日本の古文書の歴史は、律令国家における官文書からの変容過程、私文書である書状

の「公文書化」という流れで語られてきた。それに対して、本研究では、律令国家の時代（８

世紀）における書状の利用実態を明らかにしたうえで、官文書系統の文書と如何なる関係にあ

ったのか、文書利用全体のなかでの位置づけがどのように変容したのかを明らかにした。その

成果は、古代文書の研究を受けて、中世文書の成立過程を見直す研究動向のなかに位置づけら

れる。それとともに、従来の古文書学では十分に扱われることのなかった書状に焦点をあて、

「官文書から書状へ」ではなく「官文書と書状」の歴史として日本の文書史の流れを構想する

ことで、古代から中世前期へ、そして中世後期への展望を示した。 

また、こうした視角は、中世の権力の理解とも密接に関わるものである。本研究では「太政

官」と家（権門）との関係、鎌倉幕府権力の多面性（下知状と御教書・書状）について論じて

いる。とりわけ鎌倉幕府と公家政権・諸権門との交渉の様相について、書状のもつ「口入」（口

利き・関与）という機能に注目して新たな視点を提示した。今後は鎌倉幕府に焦点をあてて、

書状・「口入」を中心とした文書論・コミュニケーション的な視点から、鎌倉期の国家・社会に

ついて全体像を提示することが課題である。 
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